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第一種使用規程承認申請書 

 

平成 22 年 10 月 15 日 

農林水産大臣 鹿野 道彦 殿 

環境大臣  松本 龍 殿 5 

 

   

 氏名 日本モンサント株式会社           

申請者   代表取締役社長 山根 精一郎 印 

 住所 東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 10 

 

 

第一種使用規程について承認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律第 4 条第 2 項の規定により、次のとおり申請します。 
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遺伝子組換え生物等の

種類の名称 

除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ 

 (改変 cp4 epsps, Brassica napus L.)  

(MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9) 

遺伝子組換え生物等の

第一種使用等の内容 

隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこ

れらに付随する行為 

遺伝子組換え生物等の

第一種使用等の方法 

所 在 地：茨城県稲敷郡河内町生板字小川 4717 番地 

名   称：日本モンサント株式会社隔離ほ場 

使用期間：承認日から平成 26 年 5 月 31 日まで 

1 隔離ほ場の施設 

 (1) 部外者の立入りを防止するために、隔離ほ場を取

り囲むようにフェンスを設置している。 

 (2) 隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であるこ

と及び管理責任者の氏名を明示した標識を見や

すい所に掲げている。 

 (3) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴などに付着し

た土、本遺伝子組換えセイヨウナタネの種子等を

洗浄によって除去するための洗い場を設置して

いるとともに、本遺伝子組換えセイヨウナタネの

隔離ほ場の外への流出を防止するための設備を

排水系統に設置している。 

(4) 隔離ほ場周辺には、花粉の飛散を防止するための

防風網を設置している。また開花期には試験区を

寒冷紗で覆うことにより花粉の飛散を防止する。 

(5) 播種時及び成熟期には防鳥網などを用いた鳥害防

止策を講じる。 

 

2 隔離ほ場での作業要領 

 (1) 本遺伝子組換えセイヨウナタネ及び比較対照の

セイヨウナタネ以外の植物が、隔離ほ場内で生育

することを最小限に抑える。 

 (2) 本遺伝子組換えセイヨウナタネを隔離ほ場の外

に運搬し、又は保管する場合は、当該セイヨウナ

タネが漏出しない構造の容器に入れる。 

 (3) (2)により運搬又は保管をする場合を除き、本遺伝

子組換えセイヨウナタネの栽培終了後は、当該セ

イヨウナタネ及び比較対照のセイヨウナタネを

隔離ほ場内にすき込む等により、確実に不活化す

る。 

 (4) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終

了後、隔離ほ場内で洗浄すること等により、意図

せずに本遺伝子組換えセイヨウナタネが隔離ほ

場の外に持ち出されることを防止する。 

 (5) 隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮される

ように、設備の維持及び管理を行う。 

 (6) (1)から(5)までに掲げる事項を第一種使用等を行
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う者に遵守させる。 

 (7) 別に定めるモニタリング計画に基づき、モニタリ

ングを実施する。 

 (8) 生物多様性影響が生ずるおそれがあると認めら

れるに至った場合は、別に定める緊急措置計画書

に基づき、速やかに対処する。 
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生物多様性影響評価書 

 

第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報 

 

1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報 5 

 

(1) 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況 

 

①  和名、英名及び学名 

 10 

和名：アブラナ科 アブラナ属 セイヨウナタネ 

英名：Oilseed Rape 

学名：Brassica napus L. 

 

②  宿主の品種名又は系統名 15 

 

 遺伝子導入に用いた宿主の品種名は【社外秘につき非開示】である。 

 

③  国内及び国外の自然環境における自生地域 

 20 

セイヨウナタネ(B. napus)は、アブラナ科アブラナ属の B. rapa L. (在来ナタネ、カブ、ハ

クサイ、コマツナ、ノザワナ、ツケナ、チンゲンサイ、パクチョイ等と呼ばれるもの全体

を指す)とキャベツなどが属する B. oleracea L.との交雑の結果できた複 2 倍体種である(転

作全書, 2001)。セイヨウナタネは、交雑親の B. rapa と B. oleracea の分布が重なる北ヨーロ

ッパが原産地と考えられており、現在は、世界中にその分布が見られる(作物学Ⅱ, 2000)。25 

アブラナ属のうち日本に自生しているものは、セイヨウナタネ、B. rapa(在来ナタネ)、B. 

juncea (L.) Czern (カラシナ)、B. nigra (L.) Koch (クロガラシ)である(日本帰化植物写真図鑑, 

2001)。なお、B. juncea には、カラシナの他に明治以前にわが国に導入され各地で栽培され

ているセイサイ、ザーツァイ等の野菜類もあるが、現在、荒地、路傍、河川敷などで自生

化しているものは、カラシナである(日本の帰化植物, 2003; 日本帰化植物写真図鑑, 2001)。30 

また、アブラナ科の帰化植物種として、上記の植物以外にダイコン属の Raphanus 

raphanistrum L. (セイヨウノダイコン)及び Raphanu. sativus L. var. raphanistroides Makino (ハ

マダイコン)、ダイコンモドキ属の Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. （ダイコンモドキ）、

シロガラシ属の Sinapis arvensis L. （ノハラガラシ）が挙げられる1。 

 35 

セイヨウナタネは路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加えられる場所では自生化

し得ることが知られており(OECD, 1997)、わが国においては、河川の土手等で生育してい

                                                   
1
 近縁種のうち、B. nigra と S. arvensis については自然条件下でセイヨウナタネを花粉親と

した場合の交雑は報告されていない。また、Raphanu. sativus L. var. raphanistroides Makino

については、人為的な交配も含め、セイヨウナタネとの交雑は報告されていない。 
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たり(河川環境データベース(http://ecotech.nies.go.jp/database/detail.php?id=36); 日本帰化植物

写真図鑑, 2001)、海外から種子が陸揚げされる港湾の周辺で生育していることがこれまで

に報告されている(Nishizawa et al.,2009)。しかし、セイヨウナタネは、人の手がほとんど加

えられない自然環境下では、多年生の雑草やシダ植物などとの競合に敗れて自生化するこ

とは困難であることが知られている(OECD, 1997)。 5 

 

(2) 使用等の歴史及び現状 

 

①  国内及び国外における第一種使用等の歴史 

 10 

セイヨウナタネの使用等の歴史は古く、紀元前 2000～1500 年の古代インドの記述や、紀

元前 500～200 年のギリシャ、ローマ及び中国の記述に記されている(Downey and Röbbelen, 

1989)。ヨーロッパでのほ場規模での栽培は 13 世紀にベルギーで始まったとされている(転

作全書, 2001)。 

 15 

アジアやヨーロッパでも、古くからセイヨウナタネは種子から油が搾られ、灯火用とし

て広く使用されていた(工芸作物学, 1981)。また、ヨーロッパでは蒸気機関の潤滑油として

使用されるようになり、このことがヨーロッパでのセイヨウナタネ栽培の進展を促した。

カナダにおいては、第二次世界大戦時に、軍艦の蒸気機関の潤滑油を補給する目的でセイ

ヨウナタネ栽培が始まった(転作全書, 2001)。 20 

 

本来、セイヨウナタネ種子からとられた油は、エルシン酸やグルコシノレートといった

有害物質を含むことが知られている。エルシン酸は、実験動物に多量に給与した場合、心

筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されている。また、グルコシノレートは、

家畜の甲状腺を肥大させることが知られている(工芸作物学, 1981)。したがって、食用や飼25 

料用には、不向きであると考えられていた。しかし、カナダでの品種改良により低エルシ

ン酸で低グルコシノレートであるカノーラ品種が育成されるに至り、その結果として、現

在ではサラダ油、ショートニング、マーガリン等の食用油として広く利用されている。ま

た搾油かすは飼料として利用されている(転作全書, 2001)。 

 30 

日本において古くから栽培されているのは B. rapa である。この種の栽培は地中海東部か

らシベリアや西域を経て中国に入り、古代に中国・朝鮮から渡来したと考えられている。

平安時代の「延喜式」には花芽を食べる野菜として記されている。江戸時代に燈油や食用

油の原料として大規模に栽培されるようになった。一方、セイヨウナタネは明治時代から

栽培されるようになり、全国に広がっていき、B. rapa(在来ナタネ)は尐なくなっていった(転35 

作全書, 2001)。 

 

わが国でのセイヨウナタネの栽培面積及び生産量は、昭和 12～13 年に 11 万 ha、12 万～

13 万 tに達したが、第二次世界大戦によって激減した。戦後再び増加し、昭和 27～33 年に

は 20 数万 ha、30 万 t に達した。しかし、その後、イネ栽培の早期化による作期の重なり40 

http://ecotech.nies.go.jp/database/detail.php?id=36
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や、昭和 30 年代のわが国の経済発展によって、その栽培面積は減尐し、現在では国内需要

のほとんどを輸入品に頼っており、国産ナタネは主に緑肥や景観作物として栽培されてい

る(作物学Ⅱ, 2000; FAOSTAT, 2008)。 

 

 5 

②  主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途 

 

国連食料農業機関(FAO)の統計情報に基づくと、2008 年における全世界のセイヨウナタ

ネの栽培面積は約 3030 万 ha であり、栽培面積の上位国を挙げると EU が 853 万 ha、中国

が 659 万 ha、カナダが 649 万 ha、インドが 575 万 ha、ウクライナが 137 万 ha となってい10 

る(FAOSTAT, 2008)。 

 

なお、同統計情報によると、現在、わが国で栽培されているセイヨウナタネの栽培面積

は 825 ha で収穫量は 1100 tである(FAOSTAT, 2008)。 

 15 

カナダにおいてはセイヨウナタネは春撒きで栽培される。一方、日本におけるセイヨウ

ナタネの栽培方法は、夏から秋に播種して、翌春に収穫するのが一般的である(新編 農学

大事典、2004)。 

 

日本には 2009 年度に 207 万 t が輸入され、主な輸入国はカナダ(195.7 万 t)、次いでオー20 

ストラリア(11 万 t)である(農林水産統計, 2009)。また、ナタネ油は 2009 年に 1 万 4,000 t、

飼料用の油かすは 9 万 1,000 t 輸入されている(財務省貿易統計, 2009)。なお、モンサント・

カナダの調査によると、2009 年現在、カナダで商業栽培されているセイヨウナタネのうち、

89%が遺伝子組換え技術により除草剤耐性を付与された品種、10%が突然変異育種により

除草剤耐性を付与された品種、1%が除草剤耐性でない非遺伝子組換え品種である。 25 

 

現在、セイヨウナタネの用途は、油糧用と飼肥料用に大別される。油糧用として子実か

ら搾油・精製された油の多くは食用植物油として、あるいはマヨネーズ、マーガリン、シ

ョートニングなどの食用加工油脂として利用されている。飼肥料用としては、搾油後の油

かすが有機肥料や配合飼料として有効活用されている。またナタネ油及びその廃食油をバ30 

イオディーゼル燃料に精製する試みが始まっている(最新農業技術辞典, 2006, 社団法人 農

山漁村文化協会)。 

 

(3) 生理学的及び生態学的特性 

 35 

イ 基本的特性 

 

 セイヨウナタネは種子繁殖する一年生植物である。 

 

 40 
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ロ 生息又は生育可能な環境の条件 

 

セイヨウナタネは、休眠打破、抽苔の開始、花芽の分化に低温を必要とする秋播き品種

と、それを必要としない春播き品種とに分けられる(作物学Ⅱ, 2000)。セイヨウナタネの生

育適温は 15～20℃であり、酸性や湿度には比較的強いが、重粘土や砂質で乾燥している土5 

壌は適さない。発芽時には過湿を嫌うが、生育時には多くの水分が必要である。また、日

本全国で栽培可能である(工芸作物学, 1981)。 

 

ハ 捕食性又は寄生性 

 10 

 ― 

 

ニ 繁殖又は増殖の様式 

 

① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命 15 

 

セイヨウナタネでは 1 つの莢の中に多数の種子ができ、種子が成熟し乾燥した莢は莢柄

の部分より裂開して種子を放出する(工芸作物学, 1981)。 

 

乾燥した莢は、わずかな物理的刺激により裂開するため、種子を飛散させやすい(作物学 20 

Ⅱ, 2000)。したがって、脱粒性は比較的高いと考えられる。 

 

種子の休眠性は秋播き品種、春播き品種に関わらず比較的浅いことが知られているが、

気温の大きな変動、水分の欠乏、暗黒条件が長時間続いた場合に休眠性を獲得する事が知

られている(Pekrun et al., 1998)。また、遺伝子型によっては 20℃以上の高温条件下で休眠性25 

を獲得する品種も報告されている(Gulden et al., 2000)。これらの獲得された休眠性は、種子

が光にさらされ、かつ低温条件(2～4℃)(Gulden et al., 2000)や再度変温条件下におかれるこ

とで破られることが知られている(Pekrun et al., 1998)。 

 

セイヨウナタネの種子の寿命は、採種条件や保存条件によって異なる。登熟後に乾燥状30 

態で貯蔵した場合には 6 年を経過しても 80%の発芽力があったが、室内に放置した場合の

3 年後の発芽率は約 30%であったと報告されている(畑作全書 雑穀編, 1981)。 

 

② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官からの出

芽特性 35 

 

セイヨウナタネは種子繁殖を行い、自然条件下において他の器官からの繁殖は観察され

ていない。 
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③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びアポミク

シスを生ずる特性を有する場合はその程度 

 

セイヨウナタネは自家不和合性を持たず、自家受粉によって種子を作ることが多い。風

媒や虫媒による他家交雑率は 12～55%と報告されている(Beckie et al., 2003)。 5 

 

セイヨウナタネと交雑可能な近縁種としては、わが国で古来から栽培種として利用され

ている B. rapa、明治時代以降にわが国に帰化した B. nigra、そして昭和初期に帰化した R. 

raphanistrum 及び S. arvensis、さらには戦後に帰化した B. juncea 及び H. incana が挙げられ

る(日本の帰化植物, 2003; 日本帰化植物写真図鑑, 2001; 転作全書, 2001)。 10 

 

B. rapa には、在来ナタネの他に、その変種であるカブ、ハクサイ、コマツナ、ノザワナ、

ツケナ、チンゲンサイ、パクチョイも含まれるが、わが国の荒地や路傍で自生化している

ものは、在来ナタネである(転作全書, 2001)。B. rapa のセイヨウナタネとの交雑性に関して

は、セイヨウナタネのほ場の境界線より外側のほ場に B. rapa(在来ナタネ)の集団を植え、15 

B. rapa の種子における交雑体を調べた場合は、その交雑率は低く 0.4%～1.6%であった

(OGTR, 2002; Devos et al., 2008)。しかし、セイヨウナタネのほ場内に B. rapa(在来ナタネ)

を同程度の割合で植え、B. rapa の種子における交雑体を調べた場合の交雑率は 13％であっ

たと報告されている(Jørgensen et al., 1996)。 

 20 

B. juncea には、カラシナの他に明治以前にわが国に導入され各地で栽培されているセイ

サイ、ザーツァイ等の野菜類もあるが、現在、荒地、路傍、河川敷などで自生化している

ものは、戦後にヨーロッパや北アメリカから持ち込まれた帰化植物のカラシナである(日本

の帰化植物, 2003; 日本帰化植物写真図鑑, 2001)。セイヨウナタネとの交雑性に関しては、

海外のセイヨウナタネほ場周辺で雑種が発生しているのが確認されている (Bing et al., 25 

1991; Bing et al., 1996; Frello et al., 1995; Jørgensen et al., 1998; Bielikova and Rakousky, 2001)。

交雑率は、生育するセイヨウナタネと B. juncea(カラシナ)の比率に依存するが、最大で全

体の約 3%の割合で雑種が形成されたとの報告がある(Bing et al., 1991; Jørgensen et al., 1996; 

Devos et al., 2008)。また、交雑はどちらが花粉親の場合でも起こるが、セイヨウナタネが

花粉親の場合の交雑率(0.003%)は、B. juncea(カラシナ)が花粉親の場合の交雑率(0.011%)に30 

比べて低いことが報告されている(Bing et al., 1996)。 

 

H. incana はわが国の荒地や路傍で自生化している帰化植物であり、戦後にわが国に帰化

したと推測されている(日本の帰化植物, 2003)。セイヨウナタネとの交雑率に関しては、H. 

incana とセイヨウナタネを 1:625 の比率で栽培した場合に、H. incana の収穫種子の 1.5%が35 

交雑体であったと報告されている(Lefol et al., 1996a)。 

 

R. raphanistrum はわが国の荒地や路傍で自生化する帰化植物であるが、昭和初期にわが

国に帰化したと推測されている(日本の帰化植物, 2003; 日本帰化植物写真図鑑, 2001)。セイ

ヨウナタネとの交雑性に関しては、セイヨウナタネを R. raphanistrum と混合して育成させ40 
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た場合の交雑頻度が調査されており、フランスでは 1 x 10
-5

 ~1 x 10
-7

(Chevre et al., 2004)、オ

ーストラリアでは 4 x 10
-8

(Rieger, et al, 2001)、そしてカナダでは 3 x 10
-5 (Warwick et al., 2003)

という報告がされている。しかし、イギリスにおいて除草剤グルホシネート耐性セイヨウ

ナタネのほ場付近で生育させた R. raphanistrum を 5 年間定期的にモニタリングした結果、

雑種は認められなかった(Sweet and Shepperson, 1996)。 5 

 

S. arvensisはわが国の荒地や路傍で自生化している帰化植物であり、昭和初期にわが国に

帰化したと推測されている(日本の帰化植物, 2003)。自然条件下でのセイヨウナタネとの交

雑性に関しては、セイヨウナタネを花粉親とした場合には交雑体は認められず(Lefol et al., 

1996b; Downey 1999)、S. arvensisを花粉親とした場合の雄性不稔セイヨウナタネにおける交10 

雑率は0.18%以下であると報告されている(Lefol et al., 1996b; Chevre et al. 1996)。 

 

B. nigra はわが国の荒地や路傍で自生化している帰化植物であるが、わが国に帰化した時

期は明治時代以降であると考えられている(日本の帰化植物, 2003; 日本帰化植物写真図鑑, 

2001)。セイヨウナタネとの交雑性については、両者を隣接して生育させた後に雑種の形成15 

率を調査した報告があるが、雑種の形成は認められなかった(Scheffler and Dale 1994; Bing et 

al., 1996)。また人工受粉による交雑も試みられているが、胚珠培養を行った場合に限り

0~1.9%の交雑率で交雑体が得られたと報告されている  (Kerlan, et al., 1992; Scheffler and 

Dale 1994; Bing et al., 1996)。 

 20 

④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命 

 

セイヨウナタネは 1 花当たり約 6～7 万粒の花粉を生産する。 

 

花粉の稔性は 24 時間から 1 週間程度維持されるが、4 日目を過ぎた段階から次第に失わ25 

れていく(Masquida and Renard, 1982)。 

 

セイヨウナタネの花粉は黄色で、三つに縦にくびれた楕円形をしている。大きさは長径

37～39µm、短径 20～22µm である(転作全書, 2001)。また、セイヨウナタネの花粉は重く粘

性がある(OECD, 1997)。 30 

 

花粉の媒介方法は風又は昆虫(主にミツバチ)である(OECD, 1997)。 

 

セイヨウナタネの花粉は重くて粘着性があるが、サイズが小さいため、花粉は風によっ

て飛散する(Harker et al., 2002)。Timmons(1995)らの報告によると花粉源から 1.5km 離れた35 

地点で、1 ㎡当たり 0～22 粒の花粉が飛散していたとあるが、空中における花粉の密度は

花粉源からの距離が増すにつれて急激に減尐する。McCartney と Lacey(1991)の調査による

と、ほ場から 20mの地点での空中における花粉密度は、ほ場内と比較して約 90%減尐して

いた。セイヨウナタネ同士の交雑性と遺伝子流動については、世界中で広く研究がが行わ

れており、複数の論文の中で論じられてきた (Salisbury 2002; Beckie, et al., 2003; Messeguer 40 
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2003; Husken and Dietz-Pfeilstetter 2007)。セイヨウナタネの花粉は、風や虫によって運ばれ、

虫の場合では特にミツバチによって運ばれる(Husken and Dietz-Pfeilstetter 2007)。セイヨウ

ナタネ間の交雑率は距離が増加するにつれて減尐する。セイヨウナタネ間の交雑率は 12%

から 55%の幅があると報告されており(Beckie et al., 2003)、ほとんどの交雑は花粉源からの

距離が、虫媒では 5m 以内、風媒では 10m 以内で起こっている。極端な例では 4km 以上離5 

れたセイヨウナタネとの交雑の例もあるが非常にまれである(Husken and Dietz-Pfeilstetter 

2007)。花粉源からの距離が 100m 以上である場合のセイヨウナタネ同士の交雑率は、ほと

んどの調査結果において 0.5%かそれ以下であると報告されている(Salisbury 2002; Beckie et 

al., 2003; Messeguer 2003; Husken and Dietz-Pfeilstetter 2007)。 

 10 

ホ 病原性 

 

 ― 

 

ヘ 有害物質の産生性 15 

 

セイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエルシン酸

及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験動物に多量に給餌した

場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されている。またグルコシノレ

ートは、家畜の甲状腺を肥大させることが知られている(工芸作物学, 1981)。しかし、セイ20 

ヨウナタネでは長年にわたり育種改良が続けられ、低エルシン酸で低グルコシノレートの

品種が育成された結果、今日、その油がヒトの食用として、油かすが飼料として利用され

るようになった。このような低エルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート(油

かす 1g当たり 30µmol 未満)のセイヨウナタネは一般にカノーラと呼ばれ、本組換えセイヨ

ウナタネの遺伝子導入の母本となった【社外秘につき非開示】もカノーラと認められてい25 

る(【社外秘につき非開示】)。 

 

ト その他の情報 

 

― 30 

 

2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報 

 

モンサント・カンパニーは従来の雑草防除法と比べて効果的な雑草防除法を提供し、ナ

タネ栽培における低コスト・省力化栽培及び収穫種子の品質向上を目的として除草剤グリ35 

ホサート耐性セイヨウナタネ MON88302(改変 cp4 epsps, Brassica napus L.)(MON88302, 

OECD UI: MON-883Ø2-9)(以下、「本組換えセイヨウナタネ」という。)を開発した。 

 

 

 40 
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(1) 供与核酸に関する情報 

 

イ 構成及び構成要素の由来 

 

本組換えセイヨウナタネの作出に用いられた供与核酸の構成及び構成要素の由来は、 5 

 

 

 

 

 10 

【社外秘につき非開示】 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

図 1(p12)及び(表 1、p13~11)に示した。 25 

 

なお、本組換えセイヨウナタネに導入された改変 cp4 epsps 遺伝子がコードする CP4 

EPSPS 蛋白質は、クローニングの過程で制限酵素切断部位を挿入したことにより、

Agrobacterium sp. CP4 株由来の CP4 EPSPS 蛋白質のアミノ酸配列と比較して、N 末端配列

から 2 番目のセリンがロイシンに改変されている。したがって、本組換えセイヨウナタネ30 

に導入された cp4 epsps 遺伝子は「改変 cp4 epsps 遺伝子」とし、発現する蛋白質を「改変

CP4 EPSPS 蛋白質」とする。本組換えセイヨウナタネにおいて発現する改変 CP4 EPSPS 蛋

白質は、これまでにモンサント･カンパニーが開発し、既に第一種使用規程の承認がなされ

ている遺伝子組換えセイヨウナタネ RT73 及びその他の除草剤グリホサート耐性作物中で

発現している蛋白質と同一である。なお、本組換えセイヨウナタネにおいて発現する改変35 

CP4 EPSPS 蛋白質の推定アミノ酸配列は別添資料 1 に示した。 



12 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

【社外秘につき非開示】 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

図 1 本組換えセイヨウナタネの作出に用いられた PV-BNHT2672 のプラスミドマップ 
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表 1 本組換えセイヨウナタネの作出に用いた PV-BNHT2672 の各構成要素の由来及び機

能2
 

構成要素 由来及び機能 

T-DNA 

B 注 1-Right Border 

Agrobacterium tumefaciens 由来の DNA領域で、

T-DNA を伝達する際に利用される右側境界配

列を含む配列 (Depicker et al., 1982; Zambryski et 

al., 1982) 

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

P 注 2-FMV/ EF-1注  

Arabidopsis thaliana (シロイヌナズナ)由来の伸

長因子 EF-1alpha プロモーター(Axelos et al., 

1989)に Figwort Mosaic Virus(FMV)の 35Sプロ

モーターのエンハンサー配列 (Richins et al., 

1987)を結合させたキメラプロモーター。目的

遺伝子の恒常的発現に関与する。 

L 注 4- EF-1 

A. thaliana由来の伸長因子 EF-1 alpha遺伝子の

5’非翻訳リーダー領域(exon 1)。目的遺伝子の発

現を高める。 

 

I 注 5- EF-1 

A. thaliana 由来の伸長因子 EF-1 alpha 遺伝子 

(Axelos et al., 1989)のイントロン配列。目的遺

伝子の発現を高める。 

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

TS 注 6-CTP2 

A. thaliana の EPSPS をコードする ShkG遺伝子に

由来する葉緑体輸送ペプチドをコードする配列 

(Klee et al., 1987; Herrman, 1995)。改変 CP4EPSPS

蛋白質を葉緑体へと輸送する。 

CS 注 7-改変 cp4 epsps 

グラム陰性菌である Agrobacterium CP4 株の 5-エ

ノールピルビルシキミ酸-3-リン酸合成酵素 (CP4 

EPSPS) をコードしている aroA遺伝子のコード配

列 (Padgette et al., 1996; Barry et al., 1997)。 

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

T 注 8-E9 

Pisum sativum(エンドウ)のリブロース-1, 5-二リ

ン酸カルボキシラーゼの小サブユニットをコ

ードする rbcS2遺伝子に由来する 3’末端非翻訳

領域。mRNA のポリアデニル化を誘導する

(Coruzzi et al., 1984)。 

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

B-Left Border 

A. tumefaciens由来の DNA領域で、T-DNAを伝

達する際に利用される左側境界配列を含む
(Barker et al., 1983) 

                                                   
2
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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表 1 (続き)本組換えセイヨウナタネの作出に用いた PV- BNHT2672 の各構成要素の由来及

び機能 
3
 

構成要素 由来及び機能 

外側骨格領域 (本組換えセイヨウナタネ中には存在しない) 

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

OR 注 9- ori V 

広宿主域プラスミド RK2 に由来する複製開始

領域。Agrobacterium 中においてベクターに自

立増殖能を付与する (Stalker et al., 1981)。  

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

CS-rop 

Escherichia. coli プラスミドに由来するプライ

マー蛋白質のリプレッサーのコード配列。

E. coli 中においてプラスミドのコピー数を維

持する(Giza and Huang, 1989)。  

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

OR-ori-pBR322 

pBR322 から単離された複製開始領域。E. coli

中においてベクターに自律増殖能を付与する

(Sutcliffe, 1979)。  

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

aadA 

トランスポゾン Tn7の 3’(9)-O-ヌクレオチジル

トランスフェラーゼ（アミノグリコシド改変酵

素）の細菌プロモーター・コード配列・3’非翻

訳領域(Fling et al., 1985)。スペクチノマイシン

及びストレプトマイシン耐性を付与する。  

Intervening Sequence DNAクローニングの際に利用された配列 

 
1 

B-Border(境界配列) 5 
2 

P-Promoter(プロモーター) 

3 EF-1は別添資料 4 の Table 1(p29-30)に記載されている Tsf1 と同一である。 
4
L-Leader( リーダー配列) 

5
I-Intron(イントロン) 

6 
TS-Targeting Sequence(ターゲティング配列) 10 

7
CS-Coding Sequence(コード配列) 

8 
T-Transcription Termination Sequence(転写終結配列) 

9 
OR-Origin of Replication(複製開始領域) 

 

                                                   
3
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 



 15 

 

ロ 構成要素の機能 

 

① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与核酸の構成

要素それぞれの機能 5 

 

本組換えセイヨウナタネの作出に用いられた供与核酸の構成要素の機能は表 1 (p13~11)

に示した。 

 

② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当該蛋白質が10 

アレルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同性を有する場合はその

旨 

 

野生型の cp4 epsps 遺伝子は Agrobacterium sp. CP4 株より単離された遺伝子であり、5-エ

ノールピルビルシキミ酸 -3-リン酸合成酵素  (CP4 EPSPS) 蛋白質をコードしている。15 

CP4 EPSPS蛋白質は除草剤グリホサートに対して高い耐性を付与する。本組換えセイヨウ

ナタネ中で発現する改変CP4 EPSPS蛋白質のアミノ酸配列は別添資料 1に示すとおりであ

る。 

 

除草剤グリホサートは、非選択的な除草剤であるラウンドアップの有効成分で、芳香族20 

アミノ酸の生合成経路であるシキミ酸経路中の酵素の 1つである 5-エノールピルビルシキ

ミ酸-3-リン酸合成酵素 (EPSPS) (E.C.2.5.1.19) と特異的に結合してその活性を阻害する 

(Haslam, 1993; Steinrücken and Amrhein, 1980)。その結果、植物はグリホサートが散布される

と EPSPS が阻害されることにより蛋白質合成に必須の芳香族アミノ酸を合成できなくな

り枯死する。一方で、改変 CP4 EPSPS蛋白質を発現する組換え植物はその働きにより、グ25 

リホサート存在下でも活性阻害を受けないため、シキミ酸経路が正常に機能して生育する

ことができる。 

 

改変 CP4 EPSPS蛋白質が、既知のアレルゲンと機能上重要なアミノ酸配列を共有するか

どうか、アレルゲンデータベース (AD_2010)
 4
 を用いて FASTA型アルゴリズムと連続する30 

8 つのアミノ酸による相同性検索を行ったが、既知アレルゲンと構造的に類似性のある配

列は認められなかった。 

 

③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容 

 35 

EPSPS 蛋白質は植物や微生物に特有の芳香族アミノ酸を生合成するための生合成経路で

あるシキミ酸経路を触媒する酵素の一つであり、植物中では葉緑体又は色素体に存在する

(della-Cioppa et al., 1986)。シキミ酸経路は植物の固定する炭素の 5 分の 1 に関与すると考え

                                                   
4
 FARRP (Food Allergy Research and Resource Program) AllergenOnline database (FARRP, 2009) に登録されている配

列からなるデータベースで、2009年 12月の時点で 1,471件のアミノ酸配列が含まれる。 
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られる重要な代謝経路である(Haslam, 1974; Haslam, 1993)。本経路は、その第一段階に関与

する 3-デオキシ-D-アラビノ-ヘプツロン酸-7-リン酸(DAHP)合成酵素によって調節を受け

て制御されるが、DAHP からコリスミ酸が生成されるまでの段階では、中間代謝物質や最

終生成物によって阻害されたり抑制される可能性が極めて低いことが明らかにされている

(Weiss and Edwards, 1980; Herrmann, 1983)。このことは EPSPS蛋白質が本経路における律速5 

酵素ではないことを示唆しており、したがって、EPSPS 活性が増大しても、本経路の最終

産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まることはないと考えられている(Ridley et al., 2002; 

Padgette et al., 1996b)。実際に、通常の 40 倍の EPSPS蛋白質を生成する植物細胞において、

芳香族アミノ酸が過剰に合成されないことが報告されており(Smart et al., 1985)、加えて、

モンサント・カンパニーがこれまでに商品化した除草剤グリホサート耐性作物(ダイズ、ナ10 

タネ、ワタ、トウモロコシ、アルファルファ、テンサイ)の食品及び飼料安全性の評価の過

程で、それら組換え作物種子中のアミノ酸組成を調べて、芳香族アミノ酸含量に元の非組

換え作物との間で相違のないことが確認されている。これらのことは EPSPS蛋白質が本経

路における律速酵素ではないことを支持している。 

 15 

また、EPSPS 蛋白質はホスホエノールピルビン酸塩(PEP)とシキミ酸-3-リン酸塩(S3P)か

ら、EPSP と無機リン酸塩(Pi)を生じる可逆反応を触媒する酵素であり(Levin and Sprinson, 

1964)、これらの基質と特異的に反応することが知られている(Gruys et al., 1992)。これら以

外に唯一 EPSPS蛋白質と反応することが知られているのは S3Pの類似体であるシキミ酸で

あるが、Gruysら(1992)の論文を元に計算すると、その反応性は S3Pとの反応性の 200 万分20 

の 1 にすぎず、基質として反応する可能性は極めて低い。 

 

(2) ベクターに関する情報 

 

イ 名称及び由来 25 

 

本組換えセイヨウナタネの作出に用いられたプラスミド・ベクターPV-BNHT2672 は、

E. coli由来のベクターpBR322(Sutcliffe, 1979)などをもとに構築された。 

 

ロ 特性 30 

 

① ベクターの塩基数及び塩基配列 

 

本組換えセイヨウナタネの作出に用いられたプラスミド・ベクターPV-BNHT2672 の塩基

数は 9,664bpである。 35 

 

② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能 

 

E. coli における構築ベクターの選抜マーカー遺伝子として、スペクチノマイシン及びス

トレプトマイシンに対する耐性を付与する E. coli のトランスポゾン Tn7 に由来する aadA40 
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遺伝子が T-DNA領域外に存在している。 

 

③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情報 

 

本ベクターの感染性は知られていない。 5 

 

(3) 遺伝子組換え生物等の調製方法 

 

イ 宿主内に移入された核酸全体の構成 

 10 

宿主内に移入された本プラスミドベクターの構成要素は表 1 (p13~11)に記載した。また、

ベクター内での供与核酸の構成要素の位置と制限酵素による切断部位に関しては、 

 

 

 15 

 

 

【社外秘につき非開示】 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

図 1 (p12)に示した。 

 

ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法 

 35 

PV-BNHT2672 の中の T-DNA領域をアグロバクテリウム法により、従来セイヨウナタネ

品種【社外秘につき非開示】の胚軸に導入した。 

 

ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過 

 40 
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① 核酸が移入された細胞の選抜の方法 

 

従来セイヨウナタネ品種【社外秘につき非開示】の胚軸をプラスミド・ベクター

PV-BNHT2672 を含む A.tumefaciens ABI株と共置培養した後、除草剤グリホサートを含有す

る培地にて選抜を行った。 5 

 

② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウムの菌体の残存の

有無 

 

カルベニシリン及びチカルシリン・クラブラン酸を添加した培地により、形質転換に用10 

いたアグロバクテリウム菌体を除去した。さらに、本組換えセイヨウナタネの R3 世代に

おいて、形質転換に用いたプラスミド・ベクターPV-BNHT2672 の外側骨格領域を標的とし

た PCR分析を行ったところ、本組換えセイヨウナタネにはプラスミド・ベクターの外側骨

格領域は存在しなかった(別添資料 2)。このことから、本組換えセイヨウナタネには形質転

換に用いたアグロバクテリウム菌体は残存しないことが確認された。 15 

 

③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認した系統、隔

離ほ場試験に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集するために

用いられた系統までの育成の経過 

 20 

選抜された再分化個体(R0)を土壌に移植した後、自家受粉を行い R1 種子を作出した。

R0個体と R1個体について除草剤グリホサートへの耐性と改変 cp4 epsps遺伝子カセットが

存在し、かつ PV-BNHT2672 の骨格部分(ori V)の配列が存在しないことを確認した。その後、

１コピーの T-DNA領域をホモで有する R2 個体を除草剤グリホサート散布、PCR及びサザ

ンブロット分析を用いて選抜した。そして、優れた表現型と導入遺伝子の存在状態などを25 

指標に最終的に本組換えセイヨウナタネが選抜された。隔離ほ場試験に供する系統及び、

その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集するのに用いた系統は図 2 の育成図に記

載した(図 2, p19)。 

 

なお、第一種使用規定規程に係る承認対象の範囲は、図 2 (p19)に記載するとおり R3 世30 

代及び R3 世代から派生する全ての後代交配種である。 
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 5 

 

 

 

【社外秘につき非開示】 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

図 2 本組換えセイヨウナタネの育成図 
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(4) 細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性 

 

① 移入された核酸の複製物が存在する場所 

 5 

本組換えセイヨウナタネの導入遺伝子が染色体上に存在するかどうかを調査した。改変

cp4 epsps 遺伝子をホモで有する本組換えセイヨウナタネ(R3 世代)を、改変 cp4 epsps 遺伝子

を持たないセイヨウナタネ品種【社外秘につき非開示】と交配して F1個体を作出した。こ

の F1 の 1 個体を自稙して得られた F2 世代で改変 cp4 epsps 遺伝子の有無について TaqMan 

PCR法にて調査し、分離比の検定を行った。その結果、改変 cp4 epsps 遺伝子の分離比は、10 

メンデルの法則に従うと仮定して予想される 1:2:1 の分離比に一致していた(表 2, p20; 別添

資料 3 の Figure 1, p6, Table 1, p7)。したがって、本組換えセイヨウナタネの導入遺伝子は染

色体上に存在していると考えられる。 

表 2 本組換えセイヨウナタネの F2 世代における改変 cp4 epsps 遺伝子の分離比5
 

   実測値  1:2:1 の分離比の期待値  

供試 

世代 

供試 

個体数 

陽性･ 

ホモ個体数 

ヘテロ 

個体数  

陰性・ 

ホモ個体数 

陽性・ 

ホモ個体数 

ヘテロ 

個体数 

陰性・ 

ホモ個体数 
χ

 2
 P値 

F2 220 51 122 47 55 110 55 2.76 0.25 

 15 

                                                   
5
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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② 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世代における

伝達の安定性 

 

サザンブロット分析による導入遺伝子の解析の結果、本組換えセイヨウナタネのゲノム

中の 1 ヶ所に 1 コピーの T-DNA領域が組み込まれていることが確認された(別添資料 4 の 5 

Figure 4-5, p37-38)。 また T-DNA領域以外の外側骨格領域は挿入されていないことが確認さ

れた(別添資料 4 の Figure 6-8, p39-41)、さらに導入遺伝子は安定して後代に遺伝しているこ

とが複数世代(R2-R5 世代)におけるサザンブロット分析によって示された(別添資料 4 の

Figure16 , p57)。 

 10 

③ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離れているか

の別 

 

1 コピーなので該当しない(別添資料 4 の Figure 4-5, p37-38)。 

 15 

④ (6)の①において具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間及び世代間

での発現の安定性 

 

本組換えセイヨウナタネの複数世代(R2, R3, R4, R5)の葉においてウエスタンブロット分

析を行い、改変 CP4 EPSPS 蛋白質が安定して発現していることを確認した(別添資料 5 の20 

Figure 1, p15)。 

 

米国及びカナダの計 6 ヵ所のほ場において 4 反復で生育した本組換えセイヨウナタネの

地上部、種子、葉、及び根のサンプルを採取し、改変 CP4 EPSPS蛋白質の発現量を ELISA

法により分析した(表 3, p22、別添資料 6)。ELISA分析の結果、本組換えセイヨウナタネの25 

地上部、種子、葉及び根における改変 CP4 EPSPS蛋白質の発現が確かめられた(表 3, p22、

別添資料 6 Table 1, p16-17)。 

 

以上の結果から、本組換えセイヨウナタネに導入された改変 cp4 epsps 遺伝子は、複数の

後代に安定して遺伝しており、また、それら後代で改変 CP4 EPSPS蛋白質が発現している30 

ことが示された。 
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表 3  米国とカナダのほ場における本組換えセイヨウナタネの各部位の CP4 EPSPS蛋白質

発現量 (2009 年)
6
 

供試部位 1
 平均値 (標準偏差)

 

範囲 (μg/g 新鮮重)
   

平均値 (標準偏差) 

範囲 (μg/g 乾燥重) 

   

地上部 18 (4.4)
 
 170 (22) 

 14-28 120-210 

   

種子 25 (5.2) 27 (5.6) 

 21-43 22-46 

   

葉(OSL-1) 23 (10) 180 (40) 

 10-45 110-250 

   

葉(OSL-2) 22 (5.9) 180 (41) 

 18-37 120-250 

 

葉(OSL-3) 31 (6.3)
 
 230 (50) 

 20-41 130-300 

   

葉(OSL-4) 36 (14) 210 (80) 

 20-85 110-500 

   

根(Root-1) 19 (4.1) 82 (17) 

 11-25 46-100 

   

根(Root-2) 10 (3.3) 38 (14) 

 7.0-17 24-62 
1.
 各部位のサンプルを採取した時期とサンプル数は以下の通りである。 

地上部 (n=20): 主茎伸長開始期、種子 (n=16): 収穫期、葉(OSL-1) (n=16): 第 3-4葉が展開した時期、葉(OSL-2) 5 

(n=9): 第 7-9葉が展開した時期、葉(OSL-3) (n=20): 主茎伸長開始期、葉(OSL-4)  (n=20): 開花始めから 20%

開花期、根 1 (n=19): 主茎伸長開始期、根 2 (n=11): 10 -30%の莢が肥大終期に達した時期 

 

                                                   
6
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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⑤ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に伝達され

るおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度 

 

プラスミド・ベクターPV-BNHT2672 は、自律増殖可能な宿主域が E. coli と A. tumefaciens

などのグラム陰性菌に限られており、自然条件下において野生動植物に対する伝達性はな5 

いと考えられる。 

 

(5) 遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性 

 

PCR 法による検出が可能である(別添資料 7)。本法は種子 1 粒ごとの検定を行うのに十分10 

な感度を有する。検定に用いる DNA の濃度は、PCR の 1 反応当たり 5~10ng であることが

推奨されている。本法の再現精度については 89 粒の本組換えセイヨウナタネ及び 180 粒の

非組換えセイヨウナタネを用いて確認試験を行った(別添資料 7)。 

 

(6) 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違 15 

 

① 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特性の具体

的な内容 

 

 本組換えセイヨウナタネへ導入された改変 cp4 epsps 遺伝子は改変 CP4 EPSPS 蛋白質を20 

発現することにより、除草剤グリホサートに対する耐性を付与する。 

 

本組換えセイヨウナタネに除草剤グリホサートに対する耐性が付与されていることを確

認するために、人工気象室において本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウ

ナタネに 1500 g a.e./ha の除草剤グリホサートを散布した。その結果、散布後 5~6 日目にお25 

いて対照の非組換えセイヨウナタネの個体は全てが枯死していたが、本組換えセイヨウナ

タネは全ての個体が生存していた（表 4, p23）。よって、本組換えセイヨウナタネが除草

剤グリホサートに耐性を示すことが示された。 

 

表 4 本組換えセイヨウナタネの除草剤グリホサート耐性の調査結果(1) (2) 7
 30 

 生存個体数 枯死した個体数 

本組換えセイヨウナタネ 24 0 

対照の非組換えセイヨウナタネ 0 24 

(1)
 播種後 5~7 日目(初生葉の時期)の本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネにグリ

ホサート散布後を行い、散布後 5~6 日目に、その外観から生存／枯死を判定した 

(2)本組換えセイヨウナタネ及び対照の非組換えセイヨウナタネのぞれぞれについて、24 個体を供試した 

 

                                                   
7
本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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② 以下に掲げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と宿主の属

する分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその程度 

 

本組換えセイヨウナタネの宿主は非組換えセイヨウナタネ品種【社外秘につき非開示】

であり、導入遺伝子は改変 cp4 epsps 遺伝子である。 5 

 

宿主であるセイヨウナタネには、雑草性のある交雑可能な帰化植物種である B. rapa、

B.juncea、H. incana、R. raphanistrum 、S. arvensis、B. nigra がわが国に存在するが、交雑可

能な在来の近縁野生種は存在しない。 

 10 

本組換えセイヨウナタネの導入遺伝子である改変 cp4 epsps 遺伝子は、改変 CP4 EPSPS

蛋白質をコードする遺伝子である。EPSPS 蛋白質は芳香族アミノ酸を生合成するための生

合成経路であるシキミ酸経路を触媒する酵素の一つであり、ホスホエノールピルビン酸塩

(PEP)とシキミ酸-3-リン酸塩(S3P)から、EPSP と無機リン酸塩(Pi)を生じる可逆反応を触媒

する酵素である(Levin and Sprinson, 1964)。EPSPS 蛋白質はこれらの基質と特異的に反応す15 

ることが報告されている(Gruys et al., 1992)。これらの基質以外に唯一 EPSPS 蛋白質と反応

することが知られている基質は、S3P の類似体であるシキミ酸であるが、その反応性は低

い (第一-2-(1)-ロ-③)。これらのことから、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の基質特異性は非常に高

く、植物代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられた。よって、導入遺伝子である改変

cp4 epsps 遺伝子による影響が、目的とした宿主の生理学的又は生態学的特性であるグリホ20 

サート耐性以外に及ぶとは予想されない。 

さらに、本組換えセイヨウナタネにおいて発現する改変 CP4 EPSPS 蛋白質は、これまで

にモンサント･カンパニーが開発し、既に第一種使用規程の承認がなされている遺伝子組換

えセイヨウナタネ RT73 及びその他の除草剤グリホサート耐性作物中で発現している蛋白

質と同一である。これらの作物において、改変 CP4 EPSPS 蛋白質がグリホサート耐性以外25 

の生理学的又は生態学的特性に影響を与えたという報告はない。このことから、除草剤グ

リホサートに対する耐性が付与されたことを除いては、本組換えセイヨウナタネの生理学

的又は生態学的特性は、セイヨウナタネの範囲を超えるものではないと考えられる。 

 

したがって、本組換えセイヨウナタネの隔離ほ場試験を行うに当たっては、生理学的又30 

は生態学的特性についてのデータを用いずに生物多様性影響評価が可能であると判断した。 

 

なお、本組換えセイヨウナタネの隔離ほ場試験では、生理学的又は生態学的特性に関わ

る以下の項目を調査する予定である。 

 35 

① 形態及び生育の特性（播種日(月日)、発芽始め(月日)、発芽揃い(月日)，発芽率(%)、

開花始め(月日)、開花期(月日)、開花終わり(月日)、草型、草丈(cm)、一次分枝数、成熟期(月

日)、着莢数、裂莢率(%)、莢当たり種子数、収穫種子の形状(粒色、粒大整否)、百粒重、植

物重）②生育初期の低温耐性 ③成体の越冬性 ④花粉の稔性及びサイズ ⑤種子の生産

量、裂莢性及び発芽率 ⑥有害物質の産生性（土壌微生物相試験、鋤込み試験及び 後作試40 
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験） 

 

3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報 

 

(1) 使用等の内容 5 

 

隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為。 

 

(2) 使用等の方法 

 10 

所在地：茨城県稲敷郡河内町生板字小川 4717 番地 

名称：日本モンサント株式会社隔離ほ場 

使用期間：承認日から平成 26 年 5 月 31 日まで 

 

 1 隔離ほ場の施設 15 

(1)  部外者の立入りを防止するために、隔離ほ場を取り囲むようにフェンスを設置

している。 

(2)  隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及び管理責任者の氏名を明

示した標識を見やすい所に掲げている。 

(3)  隔離ほ場で使用した機械、器具、靴などに付着した土、本組換えセイヨウナタ20 

ネの種子等を洗浄によって除去するための洗い場を設置しているとともに、本組

換えセイヨウナタネの隔離ほ場の外への流出を防止するための設備を排水系統に

設置している。 

(4)    隔離ほ場周辺には、花粉の飛散を防止するための防風網（高さ 3 m）を設置し

ている。また開花期には試験区を寒冷紗で覆うことにより花粉の飛散を防止する。 25 

 

(5)  播種時及び成熟期には防鳥網などを用いた鳥害防止策を講じる。 

 

 2 隔離ほ場での作業要領 

(1)  本組換えセイヨウナタネ及び比較対照のセイヨウナタネ以外の植物が、隔離ほ30 

場内で生育することを最小限に抑える。 

(2)  本組換えセイヨウナタネを隔離ほ場の外に運搬し、又は保管する場合は、当該

セイヨウナタネが漏出しない構造の容器に入れる。 

(3)  (2)により運搬又は保管をする場合を除き、本組換えセイヨウナタネの栽培終了

後は、当該セイヨウナタネ及び比較対照のセイヨウナタネを隔離ほ場内にすき込35 

む等により、確実に不活化する。 

(4)  隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、隔離ほ場内で洗浄する

こと等により、意図せずに本組換えセイヨウナタネが隔離ほ場の外に持ち出され

ることを防止する。 

(5)  隔離ほ場が本来有する機能が十分発揮されるように、設備の維持及び管理を行40 
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う。 

(6)  (1)から(5)に掲げる事項を第一種使用等を行う者に遵守させる。 

(7) 別に定めるモニタリング計画に基づき、モニタリングを実施する。 

(8)  生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、別に定め

る緊急措置計画書に基づき、速やかに対処する。 5 

 

なお、日本モンサント株式会社河内研究農場の隔離ほ場地図を隔離ほ場試験計画書の図

3(p57)に示した。 

 

(3) 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の方法 10 

 

 別に定めるモニタリング計画に基づき、モニタリングを実施する。 

 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止するため

の措置 15 

 

申請書に添付した緊急措置計画書を参照。 

 

(5) 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用

等の結果 20 

 

― 

 

(6) 国外における使用等に関する情報 

 25 

これまで 2005~2009 年の間に米国、カナダにおいて延べ 150 ヵ所のほ場で本組換えセイ

ヨウナタネの試験が行われているが、従来セイヨウナタネと比較して生物多様性影響を生

じるおそれがあるような相違は報告されていない。 

 

なお、本組換えセイヨウナタネの海外における申請予定は以下の通りである(表 5, p27)。 30 

 

 

 

 

 35 

 

 

 

 

 40 
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表 5 本組換えセイヨウナタネの海外における申請予定 

 

 

 

【社外秘につき非開示】 5 

 

 

 

 

 10 

第二 項目ごとの生物多様性影響の評価 

 

第一-2-(6)-②に記載したとおり、本組換えセイヨウナタネの宿主の特性と導入遺伝子の特

性を考慮し、本組換えセイヨウナタネを隔離ほ場試験で使用する場合の生物多様性影響を

生理学的又は生態学的特性データを用いずに評価した。 15 

 

1 競合における優位性 

 

(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

 20 

セイヨウナタネは路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加えられる地域では自生化

し得ることが知られており(OECD, 1997)、わが国においては河川の土手等で生育していた

り(河川環境データベース, 2010; 日本帰化植物写真図鑑, 2001)、海外から種子が陸揚げされ

る港湾の周辺で生育していることが、これまでに報告されている(Anonymous, 2004; Saji et 

al., 2005; Aono et al., 2006; Nishizawa et al.,2009)。 25 

しかし、セイヨウナタネは、人の手がほとんど加えられない地域では、多年生の雑草や

シダ植物などとの競合に敗れて自生化することは困難であることが知られており(OECD, 

1997)、わが国においてセイヨウナタネは、外来種タンポポ種群(Taraxacum spp.)やセイタカ

アワダチソウ(Solidago altissima)などのような日本固有の在来種を駆逐して生物多様性に

影響を及ぼす侵略的外来種としては掲載されていない(外来種ハンドブック, 2002)。また、30 

最近の報告によっても、わが国を始めとする諸外国においてセイヨウナタネは生態系に影

響を与える有害雑草ではないことが確認されている(Crawley et al., 1993; Crawley and Brown, 

1995; Norris and Sweet, 2002; Hall et al., 2005; Aono et al., 2006; Yoshimura et al., 2006; 

Nishizawa et al., 2009; OGTR, 2002)。  

 以上のことからセイヨウナタネは、定期的に人の手が加えられる地域では自生化し得る35 

ものの、人の手がほとんど加えられない地域では競合における優位性は低く、侵略的外来

種のように優占群落をつくる可能性は低いと判断された。 

 

本組換えセイヨウナタネは、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現により、除草剤グリホサート

に対する耐性を有する。しかしながら、グリホサートを散布されることが想定しにくい自40 



 28 

然条件下においてグリホサート耐性であることが競合における優位性を高めることはない

と考えられる。実際に、わが国において 2005 年から 2007 年にかけて成田空港から鹿島ま

での主要道路 20kmの沿道に生育するセイヨウナタネのモニタリング調査を実施した結果、

除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネを含めて生育が確認された全てのセイヨウナタネ

について、群落の形成は認められていない(Nishizawa et al., 2009)。 5 

 さらに、英国では除草剤耐性の形質が付与された遺伝子組換え作物(除草剤グルホシネー

ト耐性セイヨウナタネ及びトウモロコシ、除草剤グリホサート耐性テンサイ)を気候条件の

異なる 12 ヵ所のほ場で放任栽培し、自然条件下での競合における優位性を 10 年間にわた

り調査している。調査の結果、全ての遺伝子組換え作物の個体群のサイズは対照の非組換

え作物と同様に、播種の翌年から他の多年生の植物との競合により縮小し、セイヨウナタ10 

ネに関しては 4 年後には消失していた(Crawley et al., 2001)。  

 

これらのことから、本組換えセイヨウナタネは除草剤グリホサートに対する耐性を有す

るが、グリホサートを散布されることが想定しにくい自然条件下においてグリホサート耐

性であることが競合における優位性を高めることはないと判断された。また、仮に路傍等15 

で除草剤グリホサートを使用して除草を行い、本組換えセイヨウナタネのみが残存した場

合にも、上述したようにそれらが路傍等からさらに拡がって、人の手がほとんど加えられ

ない自然条件下において優占化していく可能性は極めて低いと考えられる。 

 

以上のこと及び本組換えセイヨウナタネを限定された環境で一定の作業要領を備えた隔20 

離ほ場で使用することから、競合における優位性に起因する影響を受ける可能性のある野

生動植物等は特定されなかった。 

 

(2) 影響の具体的内容の評価 

 25 

 ― 

 

(3) 影響の生じやすさの評価 

 

 ― 30 

 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 

以上のことから、本組換えセイヨウナタネは、限定された環境で一定の作業要領を備え

た隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、35 

競合における優位性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはないと判断された。 

 

2 有害物質の産生性 
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(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

 

従来セイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質としてエルシ

ン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験動物に多量に給与

した場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが報告されている。またグルコシ5 

ノレートは、家畜の甲状腺を肥大させることが知られている(工芸作物学, 1981)。しかし、

セイヨウナタネでは長年にわたり育種改良が続けられ、低エルシン酸で低グルコシノレー

トの品種が育成された結果、今日、その油がヒトの食用として、油かすが飼料として利用

されるようになった。このような低エルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート

(油かす 1g 当たり 30µmol 未満)のセイヨウナタネは一般にカノーラと呼ばれ、本組換えセ10 

イヨウナタネの母本となった【社外秘につき非開示】もカノーラと認められている(【社外

秘につき非開示】)。 

 

本組換えセイヨウナタネの中では遺伝子組換えにより改変CP4 EPSPS蛋白質が発現して

いるが、本蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性のある配列を有さないことが確認さ15 

れている(第一-2-(1)-ロ-②)。また、第一-2-(1)-ロ-③に示したように、改変 CP4 EPSPS 蛋白

質は芳香族アミノ酸を生合成するためのシキミ酸経路を触媒する酵素蛋白質であるが、本

経路における律速酵素ではなく、EPSPS 活性が増大しても、本経路の最終産物である芳香

族アミノ酸の濃度が高まることはないことが確認されている。これまでにモンサント･カン

パニーが開発した除草剤グリホサート耐性作物(トウモロコシ、ダイズ、ナタネ、ワタ、ア20 

ルファルファ、テンサイ)の食品/飼料安全性の評価の過程で、芳香族アミノ酸含量に対照

の非組換え作物との間で相違のないことが確認されている。 

さらに、第一-2-(1)-ロ-③に示したように、EPSPS 蛋白質は、その基質であるホスホエノ

ールピルビン酸塩(PEP)及びシキミ酸-3-リン酸塩(S3P)と特異的に反応することが報告され

ている(Gruys et al., 1992)。これらの基質以外に唯一 EPSPS 蛋白質と反応することが知られ25 

ている基質は、S3P の類似体であるシキミ酸であるが、Gruys ら(1992)の論文を元に計算す

ると、その反応性は S3P との反応性は低く、基質として反応する可能性は極めて低い (第

一-2-(1)-ロ-③)。これらのことから、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の基質特異性は非常に高く、

植物代謝系に影響を及ぼすことはないと考えられた。以上のことから、植物 EPSPS 蛋白質

と機能的に同一である改変 CP4 EPSPS 蛋白質の植物における発現によって、植物の代謝経30 

路に何らかの影響を及ぼす可能性は極めて低いと判断された。 

 

したがって、改変 CP4 EPSPS 蛋白質が原因で、本組換えセイヨウナタネ中に有害物質が

産生されるとは考えにくい。同様に、エルシン酸やグルコシノレートの含量にも変化を及

ぼすことも考えにくい。 35 

したがって改変CP4 EPSPS蛋白質の発現による意図しない有害物質の産生性は無いと判

断される。 

 

以上のこと及び本組換えセイヨウナタネを限定された環境で一定の作業要領を備えた隔

離ほ場で使用する範囲内では、有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を受ける可能40 



 30 

性のある野生動植物等は特定されなかった。 

 

(2) 影響の具体的内容の評価 

 

 ― 5 

 

(3) 影響の生じやすさの評価 

 

 ― 

 10 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 

以上のことから、本組換えセイヨウナタネは、限定された環境で一定の作業要領を備え

た隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、

有害物質の産生性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはないと判断された。 15 

 

3 交雑性 

 

(1) 影響を受ける可能性のある野生動植物等の特定 

 20 

 セイヨウナタネと交雑可能な近縁野生種はわが国に存在しないため、影響を受ける可能

性のあるわが国在来の野生動植物は特定されない。 

 

(2) 影響の具体的内容の評価 

 25 

 ― 

 

(3) 影響の生じやすさの評価 

 

 ― 30 

 

(4) 生物多様性影響が生ずるおそれの有無等の判断 

 

以上のことから、本組換えセイヨウナタネは、交雑性に起因する生物多様性影響を生ず

るおそれはないと判断された。 35 

 

4 その他の性質 

 

(1)  本組換えセイヨウナタネとその近縁種が交雑することにより生じる間接的な影響 

 40 



 31 

 セイヨウナタネと交雑可能な近縁種としては、わが国に古来から栽培種として利用され

ている B. rapa、明治時代以降にわが国に帰化した B. nigra、そして昭和初期に帰化した R. 

raphanistrum 及び S. arvensis、さらには戦後に帰化した B. juncea 及び H. incana が挙げられ

る(日本の帰化植物, 2003; 日本帰化植物写真図鑑, 2001; 転作全書, 2001)。 

 5 

従来セイヨウナタネが近縁種と交雑し得る(第一-1-(3)-ニ-3)のと同じく、本組換えセイヨ

ウナタネはその近縁種と交雑し得ると考えられる。本組換えセイヨウナタネの隔離ほ場試

験を予定している隔離ほ場から半径約 100m 周辺を調査したところ B. juncea の生育が確認

された(隔離ほ場試験計画書の p59, 図 5)。 

 10 

仮に本組換えセイヨウナタネと上記近縁種との交雑により形成された雑種がわが国の自

然条件下で優占化した場合等には、その雑種がその他の野生生物の個体群に影響を与える

可能性が考えられる。その影響の具体的内容としては、 

 

①交雑により生じた雑種がその他の野生植物種を駆逐する。 15 

②本組換えセイヨウナタネ由来の挿入遺伝子が負担となり、交雑した近縁種が駆逐される

ことで、これら近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物の個体群に影響が生じる。 

 

の 2 つに分けられる。このような影響が生ずるためには、本組換えセイヨウナタネがこれ

らの近縁種と優先的に交雑するか、形成された雑種が優占化していく必要があると考えら20 

れる。これらのことを考慮して、本組換えセイヨウナタネが近縁種と交雑することによる

影響の生じやすさを評価した。 

 

 従来セイヨウナタネと上記近縁種である B. rapa、B. juncea、H. incana、R. raphanistrum、

S. arvensis、B. nigra とは第一-1-(3)-ニ-3 に示したように、自然条件下で交雑し得るが、交25 

雑率は低く、雑種が形成されたとしても稔性が低かったり、不稔であったりするためにわ

が国の自然条件に適応して優先化する可能性はきわめて低いと考えられる。この雑種にお

ける花粉や種子の稔性の低下は雑種崩壊として知られている一般的なメカニズムであり、

雑種形成を妨げるものである。実際に、従来セイヨウナタネの雑種がその他の野生植物種

を駆逐したり、駆逐された近縁種に依存して生息する野生生物の個体群に影響が生じたり30 

する事例は報告されていない。 

 

 また、第二の 1-(1)(p27~p25)に示したように、本組換えセイヨウナタネは改変 CP4 EPSPS

蛋白質の発現により除草剤グリホサートに対する耐性を有するが、グリホサートを散布さ

れることが想定しにくい自然条件下においてグリホサート耐性であることが競合における35 

優位性を高めるとは考えにくい。 

 

したがって、本組換えセイヨウナタネはわが国の自然条件下において近縁種と交雑する

可能性はあるが、その交雑率は非組換えセイヨウナタネの場合と同程度に低く、形成され

た雑種の稔性も低下すると考えられる。よって、これらの雑種がわが国の自然条件に適応40 
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して優占化していく可能性は極めて低いと考えられる。 

 

 また、交雑可能な植物種として、上述した近縁種の他に、同種の植物である非組換えセ

イヨウナタネが挙げられる。しかしながら、第二の 1-(1)(p27~p25)に示したように、グリホ

サート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。したがって、本組5 

換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネとの間に生じた雑種が、わが国の自然条件

に適応して優占化していく可能性は極めて低いと考えられる。 

 

 さらに、本隔離ほ場試験においては、本組換えセイヨウナタネの開花期間中は試験プロ

ットを寒冷紗で覆うことにより風・虫媒による交雑の可能性を低減させる予定である。 10 

 

以上のことから、本組換えセイヨウナタネと交雑可能な近縁種は存在するが、限定され

た環境で一定の作業要領を備えた隔離ほ場で使用する範囲内では交雑する可能性は低く、

仮に本組換えセイヨウナタネが上記の近縁種と交雑することにより雑種が形成されたとし

ても、雑種崩壊として知られる稔度の低下が起こるため、①その雑種がその他の野生生物15 

を駆逐する可能性及び、②本組換えセイヨウナタネ由来の挿入遺伝子が負担となり、交雑

した近縁種が駆逐されることで、これらの近縁種に依存して生息する昆虫などの野生生物

の個体群に影響が生じる可能性はきわめて低いと判断される。 

 

20 
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第三 生物多様性影響の総合的評価 

 

第一-2-(6)-②に記載したとおり、本組換えセイヨウナタネの宿主の特性と導入遺伝子の特5 

性を考慮し、本組換えセイヨウナタネを隔離ほ場試験で使用する場合の生物多様性影響を

生理学的又は生態学的特性データを用いずに評価した。 

 

競合における優位性； 

宿主であるセイヨウナタネは路傍や工場跡地のような定期的に人の手が加えられる地域10 

では自生化し得るが、人の手がほとんど加えられない自然環境下では自生化は困難である

ことが報告されている。本組換えセイヨウナタネには、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現によ

る除草剤グリホサート耐性が付与されているが、除草剤グリホサートの散布が想定されに

くい自然条件下において、グリホサート耐性であることが優位性を高めるとは考えにくい。 

したがって、本組換えセイヨウナタネを限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離15 

ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、競合

における優位性に起因する生物多様性影響を生ずる恐れはないと判断された。 

 

有害物質の産生性； 

宿主であるセイヨウナタネ種子において、ヒトを含む哺乳動物に対する有害物質として20 

エルシン酸及びグルコシノレートの産生が知られている。エルシン酸は、実験動物に多量

に給餌した場合、心筋や骨格筋などに病的な変化が生ずることが、またグルコシノレート

は、家畜の甲状腺を肥大させることが知られている(工芸作物学, 1981)。しかし、育種改良

が続けられ、低エルシン酸(精製油中で 2%未満)で低グルコシノレート(油かす 1g 当たり

30µmol 未満)の一般的にカノーラと呼ばれるセイヨウナタネが育成された。本組換えセイ25 

ヨウナタネの母本となった【社外秘につき非開示】もカノーラ品種である。 

本組換えセイヨウナタネの中では遺伝子組換えにより改変CP4 EPSPS蛋白質が発現して

いるが、本蛋白質は既知アレルゲンと構造的に類似性のある配列を有さないことが確認さ

れている。また、改変 CP4 EPSPS 蛋白質はシキミ酸経路における律速酵素ではなく、EPSPS

活性が増大しても、本経路の最終産物である芳香族アミノ酸の濃度が高まることはないこ30 

とが確認されている。これまでにモンサント･カンパニーが開発した除草剤グリホサート耐

性作物(トウモロコシ、ダイズ、ナタネ、ワタ、アルファルファ、テンサイ)の食品/飼料安

全性の評価の過程で、芳香族アミノ酸含量に対照の非組換え作物との間で相違のないこと

が確認されている。 

したがって改変CP4 EPSPS蛋白質発現による意図しない有害物質の産生性は無いと判断35 

される。 

したがって、本組換えセイヨウナタネを限定された環境で一定の作業要領を備えた隔離

ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の範囲内では、有害

物質の産生性に起因する生物多様性影響を生ずるおそれはないと判断された。 

 40 
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交雑性； 

セイヨウナタネと交雑可能な近縁野生種はわが国に存在しないため、影響を受ける可能

性のある野生動植物は特定されない。 

 

その他； 5 

本組換えセイヨウナタネと交雑可能な帰化植物種である B. rapa、B. juncea、H. incana、

R. raphanistrum、S. arvensis、B. nigra の交配によって形成された雑種がわが国の自然条件下

で優占化した場合等には、その雑種がその他の野生動植物種の個体群に影響を与えるとい

う可能性も否定できない。 

非組換えセイヨウナタネと近縁種との交配によってできた雑種は不稔であるか、稔性が10 

低下している。本組換えセイヨウナタネと近縁種との雑種についても、同様に不稔である

か、稔性が低下することが考えられる。そのような自然条件のもと、雑種が優占化すると

は考えにくい。 

また、本組換えセイヨウナタネは改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現により除草剤グリホサー

トに対する耐性を有するが、グリホサートを散布されることが想定しにくい自然条件下に15 

おいてグリホサート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。 

これらのことから、本組換えセイヨウナタネはわが国の自然条件下において近縁種と交

雑する可能性があるが、その交雑率は従来のセイヨウナタネの場合と同程度に低く、形成

された雑種の稔性も低下すると考えられる。よって、これらの雑種がわが国の自然条件に

適応して優占化していく可能性は極めて低いと考えられる。 20 

また、交雑可能な植物種として、上述した近縁種の他に、同種の植物である非組換えセ

イヨウナタネが挙げられる。しかしながら、本組換えセイヨウナタネは除草剤グリホサー

トに対する耐性を有するが、グリホサートを散布されることが想定しにくい自然条件下に

おいてグリホサート耐性であることが競合における優位性を高めるとは考えにくい。した

がって、本組換えセイヨウナタネと非組換えセイヨウナタネとの間に生じた雑種が、わが25 

国の自然条件に適応して優占化していく可能性は極めて低いと考えられる。 

 

よって、総合的評価として、本組換えセイヨウナタネは、限定された環境で一定の作業

要領を備えた隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為の

範囲内では、わが国の生物多様性に影響を生ずるおそれはないと結論された。 30 
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緊急措置計画書 

 

平成 22 年 10 月 15 日 

 

 5 

氏名 日本モンサント株式会社 

 代表取締役社長 山根 精一郎 

住所 東京都中央区銀座四丁目 10 番 10

号 

  10 

第一種使用規程の承認を申請している除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ(改変 cp4 

epsps, Brassica napus(L.)) (MON 88302, OECD UI: MON-883Ø2-9) (以下「本組換え体」とい

う。)の第一種使用等において、生物多様性影響が生ずるおそれがあると、科学的根拠に基

づき立証された場合、以下の措置を執ることとする。 

 15 

 

１ 第一種使用等における緊急措置を講ずるための実施体制及び責任者は以下に示すとお

りである。 

 

平成 22 年 10 月現在 20 

社内委員 

      ＊ 

日本モンサント株式会社 代表取締役社長 

東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 

（電話番号  03-6226-6080） 

 日本モンサント株式会社 農薬規制・環境部 部長 

 日本モンサント株式会社 河内研究農場 農場長 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 油糧作物担当課長 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

＊： 管理責任者 
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２ 第一種使用等の状況の把握の方法 

 

第一種使用等の状況は、日本モンサント河内研究農場実験従事者から得られた情報に

より把握する。 5 

 

３ 第一種使用等をしている者に緊急措置を講ずる必要があること及び緊急措置の内 

容を周知するための方法 

 

実験従事者に直接口頭で伝える。 10 

 

４ 遺伝子組換え生物等を不活化し又は拡散防止措置を執ってその使用等を継続する 

ための具体的な措置の内容 

 

具体的措置として、本組換え体を隔離ほ場内で鋤き込むか焼却するなどして隔離ほ場15 

外への本組換え体の放出が行われないようにすること、隔離ほ場周辺をモニタリングす

ることにより本組換え体が隔離ほ場外へ放出されていないことを確認すること等、必要

な措置を実行する。 

 

５ 農林水産大臣及び環境大臣への連絡体制 20 

 

弊社は信憑性のある証拠及びデータにより生物多様性影響が生ずるおそれが示唆され

た場合、そのことを直ちに農林水産省消費･安全局農産安全管理課及び環境省自然環境局

野生生物課に報告する。 

25 
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モニタリング計画書 

平成 22 年 10 月 15 日 

 

氏名 日本モンサント株式会社 5 

代表取締役社長 山根 精一郎 

 

住所 東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 

 

1. 実施体制及び責任者 10 

 

現時点での実施体制及び責任者は以下に示すとおりである。 

 

平成 22 年 7 月現在 

社内委員 

      ＊ 

日本モンサント株式会社 代表取締役社長 

東京都中央区銀座四丁目 10 番 10 号 

（電話番号  03-6226-6080） 

 日本モンサント株式会社 農薬規制・環境部 部長 

 日本モンサント株式会社 河内研究農場 農場長 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 油糧作物担当課長 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 

 日本モンサント株式会社 バイオ規制・環境部 
 

15 
＊：管理責任者 

 

2. モニタリングの対象となる野生動植物等の種類の名称 

 

我が国に Brassica napus L.(セイヨウナタネ)と交雑可能な野生種は存在しない。ただし20 

雑草性のある交雑可能な植物種は存在する。よって、モニタリグの対象を以下に列挙し

た植物種とする。 

Brassica napus L.(セイヨウナタネ) 

B. rapa L. (在来ナタネ) 
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B. juncea (L.) Czern (カラシナ) 

B.nigra (L.) Koch (クロガラシ) 

R. raphanistrum L. (セイヨウノダイコン) 

 H. incana (L.) Lagr.-Foss. (ダイコンモドキ) 

S. arvensis L. (ノハラガラシ) 5 

 

3. モニタリングを実施する場所及びその場所における対象となる野生動植物等の生息又

は生育状況 

 

セイヨウナタネは風媒や虫媒によって花粉が運ばれるが、周囲を寒冷紗で覆うことで風10 

媒や虫媒による花粉飛散を低減できる。 

本組換えセイヨウナタネの開花期間中はビニールハウス外面に寒冷紗を被せ虫媒や風

媒による花粉の飛散低減措置をとることとする。飛散抑止確認のために隔離ほ場周辺

100m の範囲内においてモニタリングを実施する。なお、私有地内で生育する植物種につ

いては、できる限り確認する。 15 

 

4. モニタリングの期間 

 

本組換えセイヨウナタネの栽培期間中とする。 

 20 

5. 実施時期、頻度その他のモニタリングの方法 

 

セイヨウナタネはセイヨウナタネ以外にも近縁種である B. rapa、B. juncea、H. incana、

R. raphanistrum、S. arvensisそして B. nigraと交雑する可能性があることが知られている。 

しかし、開花期にはビニールハウス外面に寒冷紗を被せることで虫媒や風媒を低減する25 

ことが出来る。隔離ほ場試験では、寒冷紗による花粉飛散の低減を考慮した上でモニタ

リングを行う範囲を設定した。 

 

1) 本組換えセイヨウナタネの開花期間中に、隔離ほ場周辺 100m 以内に開花している

セイヨウナタネ、B. rapa、B. juncea、H. incana、R. raphanistrum、S. arvensis 及び B. 30 

nigra が生育しているかどうかを確認する。確認された場合は、位置情報及び個体

数を記録する。隔離ほ場の位置を示す地図を別紙 1 として、また隔離ほ場周辺の利

用状況を示す地図を別紙 2 として添付した。なお、私有地内で開花する植物種につ

いては、できる限りモニタリングを実施する。 

 35 

2) 位置情報を記録したセイヨウナタネ、B. rapa、B. juncea、H. incana、R. raphanistrum、

S. arvensis 及び B. nigra が種子をつけていた場合は、各集団 1 つ当たり最低 100 粒の

種子をサンプリングする。種子のサンプリング数は最大 1000 粒とする。 

 

3) 収集されたセイヨウナタネ、B. rapa、B. juncea、H. incana、R. raphanistrum、S. arvensis40 
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及び B. nigraの種子に改変 cp4 epsps遺伝子が移行しているかどうかを 1粒ごとに検

定する。検定方法は収集されたサンプルの量等を考慮して適宜決定する。 

 

6. モニタリングの結果の解析の方法 

 5 

交雑検定の結果を基に、遺伝子組換えセイヨウナタネからセイヨウナタネ、B. rapa、

B. juncea、H. incana、R. raphanistrum、S. arvensis 及び B. nigra への距離に依存した自然交

雑の有無・頻度を解析する。 

 

7. 農林水産大臣及び環境大臣への結果の報告の方法 10 

 

本組換えセイヨウナタネの第一種使用規程(食用又は飼料用に供するための使用、栽培、

加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為)の申請時の最終試験報告書中に

モニタリング結果を記載し、報告する。 

 15 

8. その他必要な事項 

 

モニタリングの期間中に採取されたセイヨウナタネ、B. rapa、B. juncea、H. incana、R. 

raphanistrum、S. arvensis 若しくは B. nigraから改変 cp4 epsps 遺伝子が検出される等、当該

遺伝子のセイヨウナタネ、B. rapa、B. juncea、H. incana、R. raphanistrum、S. arvensis 及び20 

B. nigra への移行が認められ、若しくはその疑いがある場合にあっては、農林水産省及び環境

省とモニタリングの期間等について協議を行うものとする。 

 

#別添 1、別添 2 については個人情報等を含む為、社外秘 

 25 
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除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ MON88302 の隔離ほ場試験計画書 

 

第一部 隔離ほ場試験における受容環境  

 

I. 隔離ほ場の所在地等 

 

1. 名称 

 

日本モンサント株式会社河内研究農場の隔離ほ場 

 

2. 住所 

 

茨城県稲敷郡河内町生板 4717 番地 

 

3. 電話番号 

 

0297-60-4011 

 

4. 地図 

 

図 1 (p55)参照 

 

II. 責任者等 

 

1. 隔離ほ場試験の責任者 

 

【個人情報につき非開示】(日本モンサント株式会社  バイオ規制・環境部) 

 

2. 隔離ほ場管理責任者 

 

【個人情報につき非開示】(日本モンサント株式会社 代表取締役社長) 

 

III. 試験期間 

 

承認日から平成 26 年 5 月 31 日まで 
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IV. 施設概要 

 

部外者の立ち入りを禁止するためのフェンス(高さ 1.6 m)、立入禁止であること

及び管理責任者を明示するための標識、洗い場、焼却炉を設置している(図 

2,p56)。 

 

V. 使用面積等 

 

1. 隔離ほ場全体の面積 

 

約 6,292 m
2 

 

2. 試験に使用する面積 

 

約 1,000 m
2 

 

3. 試験区の配置図 

 

図 3 (p57) 参照 

 

VI. 隔離ほ場の周辺環境 

 

1. 地形 

 

茨城県の最南端、常総平野に位置する (図 4, p58)。 

 

2. 周辺の土地利用状況 

 

隔離ほ場の周辺は、水田・畑・民家・道路・用水路 (隔離ほ場のフェンスから 

約 2.5 m の距離)として利用されている。 

 

3. 周辺の環境保護区の名称と隔離ほ場からの距離 

 

隔離ほ場境界より半径 1 km 圏内に環境省の定める自然保護地域（国立公園、

国定公園、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域等）はない。なお、上記の

自然保護地域のうち、隔離ほ場に最も近いのは水郷筑波国定公園であり、隔離ほ

場からの距離は約 15 km である。 
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4. 気象条件 

 

隔離ほ場の最寄の気象情報観測地点である茨城県龍ヶ崎アメダス観測所（龍

ヶ崎市大徳町）における気象データの平年値を表 1(p50) に示した(気象庁ホーム

ページ気象統計情報ページよりダウンロード、アクセス 2010 年 6 月 7 日： 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=40&prec_c

h=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&

year=&month=&day=&elm=normal&view= 

 

表 1  茨城県龍ヶ崎アメダス観測所（龍ヶ崎市大徳町）における気象データの平年値1
 

要素 
降水量 平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 日照時間 

(mm) (℃) (℃) (℃) (m/s) (時間) 

統計期間 1979～2000 1979～2000 1979～2000 1979～2000 1979～2000 1988～2000 

資料年数 22 22 22 22 22 13 

1 月 
47.5 2.9 8.8 -2.3 2 179 

2 月 
55.6 3.7 9.3 -1.4 2.5 171.6 

3 月 
114.6 7.1 12.2 2.1 2.7 159.7 

4 月 
113.5 12.6 17.8 7.4 3.1 165.2 

5 月 
121.5 17.3 22.1 13.1 3.1 164.4 

6 月 
151 20.4 24.4 17.1 2.8 115 

7 月 
123 23.7 27.9 20.5 2.6 147.6 

8 月 
114.5 25.4 30 22.1 2.5 179.5 

9 月 
179 22.1 26.1 18.7 2.5 116.7 

10 月 
158.1 16.3 21 12.1 2.1 130.4 

11 月 
91 10.4 16 5.4 1.9 150 

12 月 
33.6 5.2 11.4 -0.2 1.9 174.5 

年 1309.1 13.9 18.9 9.6 2.5 /// 

注) 表中の”///”は、欠測または観測されなかったことを示す 

 

5. 台風の襲来暦 

 

① 平年値 

気象庁ホームページ気象統計情報によると、隔離ほ場のある関東甲信越地方

への台風接近数注2の平年値は、2.8 回である（気象庁ホームページ気象統計情報

                                                           
1本表に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=&day=&elm=normal&view
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=&day=&elm=normal&view
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=&day=&elm=normal&view
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=1&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=2&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=3&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=4&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=5&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=6&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=7&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=8&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=9&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=10&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=11&day=&view=
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_d.php?prec_no=40&prec_ch=%88%EF%8F%E9%8C%A7&block_no=1014&block_ch=%97%B4%83P%8D%E8&year=&month=12&day=&view=
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ページ、アクセス 2010 年 6 月 7 日：

http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/average/average.html）。 

 

② 過去 10 年の隔離ほ場周辺への台風の接近回数 

 

関東甲信地方に台風が接近し注 2、かつ隔離ほ場最寄の観測地点(茨城県龍ヶ崎

アメダス観測所)において日ごとの最大風速が 15m/s を超えた回数注3を隔離ほ場

周辺への台風の接近回数とした。過去 10 年の隔離ほ場周辺への台風の接近回数

は、合計 6 回(2001 年 9 月、2004 年 5 月、2004 年 8 月、2004 年 10 月、2007 年 9

月、2009 年 10 月)であった。 

 

6. 過去 10 年におけるほ場冠水の経験とその程度 

 

過去にほ場が冠水したことはない。 

 

7. 過去 10 年における強風の経験とその程度・頻度 

 

強風によって栽培中の作物が倒伏したことはない。 

 

8. 市町村が策定するハザードマップ上の位置付け 

 

隔離ほ場は、河内町の洪水ハザードマップによると、100 年～200 年に 1 回程度

起こる大雨により洪水が生じた場合に、水深 1.0~2.0 m となると想定されている。 

  

9. 周辺地域における鳥獣害の発生状況 

 

鳥獣害の被害報告はない。 

  

VII.  隔離ほ場周辺の生物相 

 

                                                                                                                                                                                     
注2台風の中心が茨城県、栃木県、群馬県、埻玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、山梨県、長

野県のいずれかの気象官署から 300km以 内に入った場合を「関東甲信地方に接近した台風」としている。 

（台風の統計資料 (気象庁): http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/accession/index.html） 

注3 台風の強風域の定義が平均風速 15m/s であることによる。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/haichi2.html 

http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/average/average.html
http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/accession/index.html
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1. 遺伝子組換え農作物を隔離ほ場で栽培等を行うことによって、影響を受ける

可能性のある野生動植物等及びその中に希少種が含まれる場合はその名称等 

 

なし 

2. 交雑可能な近縁野生種及びその中に希少種が含まれる場合はその名称等 

 

わが国には交雑可能な野生種は存在しない。 

ただし、雑草性のある交雑可能な帰化植物種は存在する。一覧は以下のとお

りである。 

Brassica napus L.(セイヨウナタネ) 

B. rapa L. (在来ナタネ) 

B. juncea (L.) Czern (カラシナ) 

B.nigra (L.) Koch (クロガラシ) 

Raphanus. raphanistrum L. (セイヨウノダイコン) 

H. incana (L.) Lagr.-Foss. (ダイコンモドキ) 

S. arvensis L. (ノハラガラシ) 

 

なお、隔離ほ場周囲半径 100m 圏内に存在が確認できた植物種は B. juncea (カ

ラシナ)のみであった。平成 22 年 5-6 月のモニタリングの結果を図 5  (p59)と

して添付する。 

 

VIII. 栽培管理等 

 

1. 栽培履歴 

 

隔離ほ場における栽培履歴は図 6 (p60-p61) に示したとおりである。 

 

2. 気象災害時の対応 

 

気象災害が起こった場合、まず試験区域における被害状況を確認し、必要と

判断した場合には緊急措置計画書に従って速やかに対策を講ずる。 

 

3. 栽培終了後の利用計画（ボランティア植物の監視を含む） 

 

ボランティア植物の発生を確認した場合、ただちに隔離ほ場内に鋤込む等の

適切な手段で処分する。なお、本組換えセイヨウナタネの栽培終了後も本隔離

ほ場では遺伝子組換え作物の隔離ほ場試験等を実施する予定である。 
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4. 隔離ほ場試験における生物多様性影響の安全対策に関する措置 

隔離ほ場は下記(1)~(5)の設備を備えている。また、隔離ほ場試験中において、

雑草性のある交雑可能な帰化植物種(VII-2, p52)を対象に、モニタリング調査を

行う予定である。 

(1)   部外者の立入りを防止するために、隔離ほ場を取り囲むようにフェンス

を設置している。 

 (2)  隔離ほ場であること、部外者は立入禁止であること及び管理責任者の氏

名を明示した標識を見やすい所に掲げている。 

 (3)   隔離ほ場で使用した機械、器具、靴などに付着した土、本組換えセイ

ヨウナタネの種子等を洗浄によって除去するための洗い場を設置している

とともに、本組換えセイヨウナタネの隔離ほ場の外への流出を防止するた

めの設備を排水系統に設置している。 

(4)   隔離ほ場周辺には、花粉の飛散を防止するための防風網（高さ 3 m）を

設置している。また開花期には寒冷紗で覆うことにより花粉の飛散を防止

する。 

(5)    播種時及び成熟期には防鳥網などを用いた鳥害防止策を講じる。 

 

5. 作業要領 

 

(1) 試験実施中の組換え作物及び比較対照の作物以外の植物が、隔離ほ場内で

生育することを最小限に抑える。 

(2) 組換え作物を隔離ほ場の外に運搬し、又は保管する場合は、当該作物が漏

出しない構造の容器に入れる。 

(3) (2)により運搬又は保管をする場合を除き、組換え作物の栽培終了後は、当

該作物及び比較対照の作物を隔離ほ場内にすき込む等により、確実に不活

化する。 

(4) 隔離ほ場で使用した機械、器具、靴等は、作業終了後、隔離ほ場内で洗浄

すること等により、意図せずに組換え作物が隔離ほ場の外に持ち出される

ことを防止する。 

(5) 隔離ほ場が本来有する機能が十分に発揮されるように、設備の維持及び管

理を行う。 

(6) (1)から(5)までに掲げる事項を第一種使用等を行う者に遵守させる。 

(7)別に定めるモニタリング計画に基づき、モニタリングを実施する。 
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(8) 生物多様性影響が生ずるおそれがあると認められるに至った場合は、別に

定める緊急措置計画書に基づき、速やかに対処する。 

 

以上 
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図 2 隔離ほ場の設備5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 立入禁止であること及び管理責任者を明示するための標識 

② 焼却炉 

③ 洗い場 

 

                                                           
5本図に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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図 3 試験区の配置図6
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図 6  隔離ほ場における栽培履歴9
 

 

 

                                                           
9本図に記載された情報に係る権利及び内容の責任は日本モンサント株式会社に帰属する 
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図 6 隔離ほ場における栽培履歴(つづき)10 
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第二部 隔離ほ場での試験計画 

 

【社外秘につき非開示】 
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除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ(改変 cp4 epsps, Brassica napus L.) 

(MON88302, OECD UI: MON-883Ø2-9)の別添資料リスト 

 

【社外秘につき非開示】 

 5 

 




